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平成２８年宇治田原町総務産業常任委員会 

平成２８年３月１４日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

議 事 日 程（１の１） 

（総務課、企画・財政課、税務・会計課所管分） 

 日程第１  付託議案審査 

       議案第１３号 行政組織の改正に伴う関係条例の整備に関する条例を制定 

              するについて 

       議案第１４号 宇治田原町行政不服審査会条例を制定するについて 

       議案第１５号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

              を制定するについて 

       議案第１８号 宇治田原町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の 

              一部を改正する条例を制定するについて 

       議案第１９号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び宇治田原町職員 

              の旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定するにつ 

              いて 

       議案第２０号 宇治田原町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償 

              等に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて 

       議案第２１号 宇治田原町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する 

              条例を制定するについて 

       議案第２４号 宇治田原町税条例の一部を改正する条例を制定するについ 

              て 

       議案第２９号 宇治田原町ともに創るまちづくり推進条例を廃止する条例 

              を制定するについて 

 日程第２  第４四半期の事業執行状況について（変更） 

       ○総務課所管 

 日程第３  各課所管事項報告 

       ○企画・財政課 

        ・平成２７年度公共事業等の施行状況について 

 日程第４  その他 
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議 事 日 程（１の２） 

（建設・環境課、産業振興課、上下水道課所管分） 

 日程第１  付託議案審査 

       議案第３１号 町道路線の認定変更について 

 日程第２  第４四半期の事業執行状況について（変更） 

       ○建設・環境課 

 日程第３  各課所管事項報告 

       ○建設・環境課所管 

        ・協栄開発に係る報道について（Ⅳ） 

       ○産業振興課 

        ・観光振興計画について 

        ・ため池「安心安全マップ」について 

       ○上下水道課 

        ・公共下水道の計画区域の見直し検討について 

 日程第４  その他 

 

１．出 席 委 員 

      委員長    １１番  谷 口 重 和  委員 

      副委員長    ２番  内 田 文 夫  委員 

              １番  稲 石 義 一  委員 

              ４番  安 本   修  委員 

              ６番  青 山 美 義  委員 

             １０番  上 林 昌 三  委員 

             １２番  田 中   修  議長 

 

１．欠 席 委 員     なし 

 

１．宇治田原町議会委員会条例第１８条の規定により会議事件の説明のため出席を求める

ものは次のとおりである。 

副 町 長 田 中 雅 和 君 

理 事 兼 総 務 課 長 山 下 康 之 君 
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理事兼企画・財政課 

財 政 課 長 
小 西 基 成 君 

理事兼建設・環境課 

建 設 課 長 
光 嶋  隆 君 

総 務 課 

危機管理担当課長 
清 水  清 君 

企画・財政課企画課長 奥 谷  明 君 

企画・財政課課長補佐 村 山 和 弘 君 

企 画 ・ 財 政 課 

庁舎建設準備室参事 
下 岡 浩 喜 君 

会 計 管 理 者 兼 

税 務 ・ 会 計 課 長 
馬 場  浩 君 

建設・環境課環境課長 三 好 茂 一 君 

建 設 ・ 環 境 課 

新名神推進室参事 
山 下 仁 司 君 

建 設 ・ 環 境 課 

山手線推進室参事 
垣 内 清 文 君 

産 業 振 興 課 長 木 原 浩 一 君 

産 業 振 興 課 

地域資源活用室参事 
下 岡 寛 史 君 

上 下 水 道 課 長 野 田 泰 生 君 

 

１．職務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

議 会 事 務 局 長 久野村  観  光  君 

庶 務 係 長 岡 﨑 貴 子 君 

────────────────────────────────────────── 
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開  会   午前１０時００分 

○委員長（谷口重和） 皆さん、おはようございます。 

  本日は総務産業常任委員会を招集いたしましたところ、皆様方にはご多忙のところご

出席をいただき、ありがとうございます。 

  本委員会は、開会日に上程され、付託されました１０議案及び事業執行状況の変更並

びに所管事項報告につきましては、お手元に配付いたしました日程により審査を行うこ

とといたします。 

  なお、案件が多岐にわたることから、スムーズな委員会運営のため所管課の審査を分

割し、まず、総務課、企画・財政課、税務・会計課所管分を行い、終了後、建設・環境

課、産業振興課、上下水道課所管分を行うことにいたしたいと思います。 

  また、本日の委員会において、不適切な発言等がありました場合には、委員長におい

て精査を行うことといたします。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ありがとうございます。 

  当局におかれましても、所管職員の出席につきまして、調整をよろしくお願いいたし

ます。 

  また、付託議案につきましては、委員各位の慎重な審査をお願いしたいと存じます。 

  ここで、山内議員が傍聴に入っておられますので、報告しておきます。 

  ここで、理事者からご挨拶をお願いいたします。副町長。 

○副町長（田中雅和） 皆さん、おはようございます。 

  ３月に入っておりますけれども、先週後半あたりから、また寒さが続いているように

思います。きょうもまた雨で、ひとしお寒さも感じるところでございます。 

  委員の皆様におかれましては、先週は一般質問をしていただき、また、金曜日の補正

予算委員会におきましては、補正予算案のご審議をしていただきありがとうございます。 

  また、１２日の土曜日には、維孝館中学校の卒業式にご列席いただきまして、ありが

とうございました。 

  引き続きとなりますが、本日は総務産業常任委員会にご参集いただきありがとうござ

います。谷口委員長、内田副委員長のもと、常任委員会を開催していただき、条例の新

たな制定３件、条例の一部改正５件、条例の廃止１件、そして道路の認定変更が１件、

計１０議案につきましてご審議をお願いするとともに、第４四半期の事業執行状況の変

更及び各課の所管事項報告をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 
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  議案につきましては、ご審議を賜り、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上

げます。 

  簡単ではございますが、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（谷口重和） ありがとうございました。 

  ただいまの出席議員数は６名でございます。定足数に達しておりますので、直ちに本

日の総務産業常任委員会を開きます。 

  これより議事に入ります。 

  それでは、日程表１の１により、まず総務課、企画・財政課、税務・会計課所管に係

る事項について進めます。 

  日程第１、付託議案審査について。 

  議案第１３号、行政組織の改正に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するについ

てを議題といたします。 

  当局の説明を求めます。副町長。 

○副町長（田中雅和） それでは、お手元にあると思います議案第１３号、行政組織の改

正に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するにつきましては、平成２８年４月１日

に組織の改正を行い、新たに部制を導入することから、宇治田原町組織条例の全部を改

正するとともに、事務分掌の変更等により課名を変更するため、課の名称を掲げる関係

条例等の整備を行うものでございます。 

  主な内容は、新たに町長部局に総務部、健康福祉部、建設事業部を設置するとともに、

関係条例において部名の追加並びに課名の変更を行うものでございます。 

  よろしくご審議賜り、ご可決いただきますようお願い申し上げます。 

  詳細につきましては、山下理事のほうから説明申し上げますので、よろしくお願いし

ます。 

○委員長（谷口重和） 山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） 皆さん、おはようございます。ご苦労さんでございます。 

  それでは、ただいま議題となっております議案第１３号、行政組織の改正に伴う関係

条例の整備に関する条例を制定するにつきまして、概要等をご説明申し上げたいという

ふうに思います。 

  議案書の後ろに資料のほうをつけさせていただいておるわけでございますけれども、

資料のほうを見ていただきながらお願いをしていきたいと思います。 
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  概要のほうでございますけれども、これから組織等につきましては、町議会からもい

ろんな一般質問や、あるいはまた常任委員会、また全員協議会といったところで、いろ

んな形でご審議、ご提案等もいただいた中で、本町におきましても、組織等の検討委員

会を設置いたしまして検討してまいりまして、全員協議会においても議員各位のご理解

を賜るべくご説明もさせていただいたところでございます。そういった中、さまざまな

行政課題に迅速、柔軟に対応できるよう組織改革を行い、そうした中で新たに部制を導

入するということと、事務分掌及び課名を変更するために課の名称を掲げる関係条例の

整備を行いたいということでご提案を申し上げているところでございます。 

  そういった中、平成２８年度からいろいろとスタートいたします第５次まちづくり総

合計画、あるいはまた、まち・ひと・しごと創生総合戦略、また新名神庁舎、山手線、

そうした大型事業にも対応できるように横断的な対応ができるようにということで、今

回、部制の導入をお願いしているものでございます。 

  改正内容にも掲げさせていただいておりますように、宇治田原町組織条例を全部改正

いたしまして、新たに総務部、健康福祉部、建設事業部の設置を提議いたしたく考えて

いるところでございます。 

  なお、全員協議会でも説明してまいりましたけれども、教育につきましては教育部と

いうことで、これはまたそちらのほうの組織の規則のほうで改正されるということで、

新たに４部を設置いたしまして、これで今申し上げました横断的な対応を図っていきた

いと。 

  概要のほうの改正内容のところにも掲げさせていただいておりますけれども、全部改

正をする関係上、条例の中にいろんな今までの平成２７年度の課をそれぞれ部名を入れ

て、課の名前も新しく変える関係条例の整備も今回お願いをしているというところでご

ざいます。 

  概要の①番の宇治田原町情報公開・個人情報保護審査会条例から、それぞれ開発審議

会条例、あるいはまたいじめ再調査委員会、環境審議会設置条例、それから特別職の報

酬等の審議会条例、それから教育委員会のいじめ調査委員会の設置条例、それと宇治田

原町子ども・子育て会議の設置条例、それから都市計画審議会の条例、それから宇治田

原町水道事業の設置等に関する条例、それと宇治田原町水道事業経営等審議会の設置条

例、それと最後⑪番、宇治田原町消防団支援隊の設置条例、それのそれぞれの条例の中

に何々課というのをうたっておるのを、新たに何々部何々課にいたしたく改正を行うも

のでございます。 
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  ただし、改正内容の２つ目の①のところでは、宇治田原町情報公開・個人情報保護審

査会条例、これも企画・財政課を総務部企画財政課に改正をいたしたく考えている中、

また後ほど行政不服審査法の改正に伴う部分がご提案をお願い申し上げるところでござ

いますが、それ等の文言の整備もこの条例でいたしているところでございます。 

  なお、条例の議案書の１３ページの第１３号の後ろに、１５分の１から１５分の

１５まで、それぞれ新旧対照表をつけさせていただいております。今日まで何々課とい

うのを全て入れまして、何々課ではどういったことがというのを課の事務分掌の一部を

載せていたわけでございますが、ここも近隣の町村の状況も鑑みまして、地方自治法の

第１５８条第１項の規定に基づく町長の権限に属する事務を分掌されるための部を置く

というようにさせていただきまして、総務部、それから健康福祉部、それから建設事業

部ということで、新たに部制を導入いたしまして行政課題に対応できる設置を行いたく、

今回、宇治田原町組織条例の全部改正をお願いするものでございます。 

  以上、よろしくご審議を賜り、ご可決賜りますようよろしくお願いします。以上でご

ざいます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。稲石委員。 

○委員（稲石義一） 教育委員会のやつは部制をとるということで、教育委員会の規則で

定めますということになっておるんやけれども、基本的に町長部局のほうを条例で定め

ておいて、教育長の所管の分については規則で定めるというたら、組織としては整合と

れてへんのと違うか。両方ともやっぱり条例で決めたら条例でうたっておかんと、格は

一緒なんやから、組織としての。それは今後、十分何らかの方法でやらんと、審議する

ときに片方は表に出ないということになりますので、それはちょっと違うん違うかなと

思っていますので、その辺はどうなんでしょうね。 

○委員長（谷口重和） 山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） ただいま稲石副議長のほうからご質問ございましたよう

に、当然のことながら、今回４部ということで前にも言わせていただいておりますので、

基本的には条例の中で定めていくことが基本というようには認識しているところでござ

いますが、今日までそういった部分については、教育委員会部局の中での規則で来てい

たという経過がございましたので、今後、今ご指摘ございました点につきましても、十

分に検証する中で整備を行っていきたいというふうに思っておりますので、ひとつよろ

しくお願いします。以上でございます。 
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○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） きちっと全体の部分を組織として、それじゃどこの所管にも付託さ

れないということになりますので、きっちりと改めていただきたいなというふうに思い

ます。 

  それともう一つ、旧の条例の第２条以下、課の事務分掌についてずっと書いておって、

その前にいろいろな係の事務分掌については、組織の改めるときにこうこうというのを

丁寧なやつを全協で出していただいたんですけれども、一応、課としての事務分掌がど

のようになっていくんかというのは、今後は規則委任されるわけです。今までは条例に

のっとったと。規則委任されてもいいんですけれども、新しい課もあるんで、今回は、

それはここに書いているように、第２条で、旧の総務課ですと４つ、大まかに、細かい

ところは抜いてこういうことですよ、企画・財政はこういうところですとよというふう

にやっておったわけで、それを今後、規則に委任する場合でも、付託の審査として、参

考資料としてこういうふうになるんですよということも、今までは条例事項でしたので

ここで審査しておったわけだから、そういうことも含めて、やっぱり参考資料として提

出していただかんとね。新しい課ができたって名前が変わって全く違う性格の課になっ

ておったりするわけで、それがどういう内容のものを所管しておるんかということを参

考資料として出していただきたかったんですけれども、その辺はどうなんでしょう。 

○委員長（谷口重和） 山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） ただいまの副議長のご質問でございますが、おっしゃる

ように、確かに今まで条例の中で第２条の中、事務分掌は大きな区分で今までは載せて

きたところでございまして、そこらをきれいに、ごまかそうという意味じゃなしに、近

隣の町村も見ながら整理もしてきたという経過はあるんですけれども、おっしゃったよ

うに、今回はいろんな部門で、全員協議会においてもいろいろとご審議もいただいてい

る経過もあるわけでございますが、規則改正の部分については当然、議会のほうに、今

おっしゃったようにいたすべきだというようにも認識しておりますので、早急に提出の

ほうをさせていただきたいと思います。以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） そうですね、当委員会でも全体の姿がどうなのか含めて、総務産業

常任委員会だけじゃなくて文教厚生のほうにも、やっぱりきちっとこういうことになる

んですと、規則を制定してという案ぐらいはきちっと出していただかないとぐあい悪い

と思いますので、早急に整理されて出してください。 



９ 

  それと、行政不服審査法に関連で、その関連の条例の整備に関する条例を制定するに

ついていうのが第１５号であるんですけれども、今の組織のつながり、情報公開条例と

個人情報の保護条例の分、所管は部に関連してこういうぐあいに変わりますよと。総務

部のどこどこが所管しますよと、それはそれでええんやけれども、今の部分は、ここに

載っている情報公開に関する部分の不服申し立てを審査請求とか、これは第１５号のと

ころにあったほうがええんじゃないかと。こいつだけがここにあると、この前の論議や

ないけれども、てれこになったりするんで、やっぱり一つは一つでまとめて、組織は組

織に関連するものは一つの条例にまとめるというのが順当やないかと思うんやけれども、

いかがでしょうか。 

○委員長（谷口重和） 山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） ただいまの副議長のご質問でございますが、おっしゃる

ように、確かに行政組織のほうの全部改正は、もうそれだけにしとくほうが当然のこと

ながら、そのようにはもともと考案をしたわけでございますけれども、こちらの条例の

ほうが先にいわゆる関係条例が出てまいりましたので、第１５号のほうでもまた説明は、

これ以外に上がってくる条文についてはご説明はしていきたいと思っていますが、たま

たま今回の名称が変更された部分の条例が、これが一つひっかかりましたので、ここで

先に条例の改正のほうをお願いしているというような形になったところでございます。

以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） 表題が行政組織の改正に伴う関係条例の整備に関するやから、それ

を変えたことによってどう今までと変わるのやというだけのことやから、こっちのくく

りは行政不服審査法の改正に伴って関連する条例を全て整理しましたのですよと。我々

にしたら、これ２つ見やならんわけですよ。ここに入っておると思っておって見たら、

どこにもあらへんという話になるので、情報公開条例については。こっちへ戻らんさか

い、そのときにこの条例見たら、その分だけなかったんかいなという話になるでしょう。

それはぐあい悪いわけですよ。まとめてこっちでやっておるんやから、そういうふうに

やっぱり法を整備するときに、まとめるときにはまとめ方というのがあるから、その辺

は今後十分注意してほしいなと。もう出てきておるんやから、整理の仕方についてはや

っぱりそういうふうにすべきではないかなと、くくり方の問題としては。これは要望し

ておきます。以上です。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ほかにないようですので、質疑はこれにて終了し、討論、採決に

入りたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） それでは、直ちに採決に入りたいと思います。原案に賛成の方の

挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○委員長（谷口重和） 挙手全員。よって議案第１３号、行政組織の改正に伴う関係条例

の整備に関する条例を制定するについては、原案どおり可決すべきものと決しました。 

  議案第１４号、宇治田原町行政不服審査会条例を制定するについてを議題といたしま

す。 

  当局の説明を求めます。副町長。 

○副町長（田中雅和） それでは、議案第１４号についてご説明を申し上げます。 

  議案第１４号、宇治田原町行政不服審査会条例を制定するにつきましては、行政不服

審査法の改正に伴い、不服申し立てを諮問する第三者機関として設置が義務づけられま

す宇治田原町行政不服審査会を設置するため、必要な事項を定めるものでございます。 

  よろしくご審議を賜り、ご可決いただきますようお願い申し上げます。 

  詳細につきましては、山下理事のほうから説明をさせていただきます。以上でござい

ます。 

○委員長（谷口重和） 山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） それでは、議案第１４号、宇治田原町行政不服審査会条

例を制定するについてご説明を申し上げたいと思います。 

  今回、行政不服審査法が改正されたことに伴いまして、本町の条例等についても整備

をするわけでございますが、まず宇治田原町行政不服審査会条例を新たに制定いたした

く、ご提案を申し上げておるところでございます。 

  議案書の第１４号の後ろに概要というのをつけさせていただいておりますので、これ

を見ていただきながらお願いをしていきたいというふうに思います。 

  新たに行政不服審査会というのを今回設けるために、条例のほうを新たにご提案をお

願い申し上げているところでございます。この法律が、今まででしたらいわゆる不服申

し立てというのがあったわけでございますが、それを今度は審査会を設置して必要な事

項を規定するということで、地図を見ていただいたら非常にありがたいと思います。 
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  今申し上げましたように、この法の改正により設置が義務づけられました不服申し立

て諮問する第三者機関としての行政不服審査会の設置をお願いしているということで、

概要のほうはここに上げさせていただいておりますが、図面を見ていただきまして、現

状と、それから今回お願いしております改正後のほうを見ていただいたら非常にありが

たいと思いますが、審理員による審査の手続、第三者機関への諮問の手続の導入がされ

たということでございまして、今まででしたら、そういった審査の不服を申し立てする

審査請求人がおりまして、それを要は審査庁、これは町長ですけれども、審理を行う者

の規定はなかったと。いわゆる審査申し出があったときに、その担当のほう、状況を聞

いたりいろんな説明を受けたりして、それを内部で町長のほうに伺いを立てて、それを

採決して町の考え方を審査請求された住民の方等へ、そういった申し出に対するお答え

といたしましてやってきたというのが今日までのやり方でございました。 

  それを改正後はどうなるかというように申し上げましたら、同じように審査請求人、

これ住民の方がおられて、審理員というのを新たに設けると。処分に関与していない町

長部局の職員ということで、いわゆる不服等の申し立てがあったときに、今まででした

ら担当した課が受けて話を聞いたというような状況でしたけれども、簡単に申し上げた

ら、今まで本町においてはこういった事例はなかったところでございますが、内部でも

みくちゃになってそのまま本人へ返したというのが、それでは法的にだめだということ

で、そういう対象となる事件に関与していない町長部局の職員ということで、それが審

理員となって受けて、当然それに補助員をつけて対応するということですので、例えば

今回お願いしています部制を、４部ができましたら、例えばどこかの部のところで何か

があれば、違う部局、基本的には、今回お願いをしてご可決賜りましたら、総務部長が

審理員となって自分の課の下の課長を補助員としてその話を聞いていくと、こういうよ

うになるわけでございますが、総務部の中に何か不服申し立てがあれば、また違う部局

のほうの、例えば健康福祉部の部長が審理員となって聞く。そういう不服の申し立てが

どんな事案が出てくるかというのがわからないのでございますが、そういうふうにかか

わってない者がまず聞かせていただくと。 

  その後、いわゆる審査庁ということで町長のほうから第三者機関へ諮問をするという、

この第三者機関が今回ここでお願いをいたしております行政不服審査会と。これを新た

に設置いたしまして、そこで諮問をさせていただいて、その答申を受けて、そして審査

請求人のほうに返していくと、こういうような流れが法律的に今回改正されたというこ

とが大前提の状況でございます。 
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  そうした中で、今ここにもありますように、そういう不服申し立て手続を審査請求に

一元化、それとまた審査請求期間を６０日から３カ月に延長するということ、それと、

この条例の中に新たにうたわせていただいておりますけれども、例えば組織としては審

査会は委員３人をもって組織するということで、法律では３人以上というようになって

おりまして、特に採決等があった場合は、いろいろ問題が起こるので、奇数の人数で委

員をお願いしていくことが望ましいと、こういうつけ加えもあるわけでございますが、

そういった中で、委員さんというのは、弁護士の先生か、あるいは税理士とか、そうい

ったような方がそういう行政不服の審査会の委員として、内容的にはそういった事案に

ついて審査をしていただくと。 

  こういうことが新しくできるということになったために、本町においても、行政不服

の審査会の条例というのを新たに今回ご提案をさせていただいているということでござ

いまして、平成２８年４月１日から施行ということになっております。 

  長年、私も町のほうでいろいろとお世話になってまいりましたけれども、今までから

こういった町行政に対する不服の申し立てというのはなかったところでございます。以

上でございます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。稲石委員。 

○委員（稲石義一） 今、行政手続条例、本町の条例をちょっと見たいところがあるので

時間をいただきたいんですけれども、その前に、今のこの部分で質問しておきます。 

  これ３人をもって組織するということですけれども、３人やと第７条のところに、議

事は会長がされるんでしょうけれども、そうしたらあと２人で審議されて、過半数で結

審ということですので、１対１に分かれたら議長が決すると。これ３人以上をもってす

るなんやけれども、３人で専門的な方ですから、きちっとされるんやと思いますけれど

も、受け持ちの法律的な専門的なことになるので、弁護士さん等がええんかなと思った

り、行政経験者でええと思ったりするんやけれども、先ほどおっしゃった税理士とか、

その辺は余りなじまへんのかなと思ったりしますけれども、どういった方々をここに委

嘱しようと考えられているのか、まず聞いておきたいと思います。 

○委員長（谷口重和） 山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） ただいまの副議長のご質問でございますが、今もおっし

ゃったように、やっぱり専門的な知識を有するということで、いろいろと総務省のほう

から出しております状況を見てみますと、やはり一番は弁護士がいいだろうと。その弁
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護士の中でも顧問弁護士がおりますけれども、これは絶対だめですと。中で隠蔽するこ

とはやはり問題だということでこういう制度ができましたので、そういった顧問弁護士

はだめですよというようにはなっているところでございまして、弁護士の方か、あるい

はまた今、副議長からご提案ありましたように、今までからの行政の経験者、これも委

員としてなっていただくのも問題ないとこういうような状況も出ている状況でございま

して、本町でも弁護士の先生にいろんな部分でお願いしている経過もありますので、ま

だ、これからそういった点については十分に詰めるにいたしましても、例えば個人情報

の保護審査会の中に弁護士の先生も入っていただいておりますので、そういう先生にお

願いしていくのも一つの方法かなというふうに今現在思っているところでございます。

以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） これは、それぞれの、次に出てくるいろんな、先ほどの情報公開と

かいろんなところがあって、そこで提出された部分について審査請求ができるというこ

とになって、そこにそれぞれが持っておられるところの部分の審査会がありますね。そ

こで審議されるという内容ですわね。そしたら、この先生方３人の方々は、そこと重な

ったりするとぐあい悪いんかなと思ったりするわけです。そこで決定されたことと、こ

れはまた違うところの案件なんだというふうに思いますけれども、そうしますと、人材

としてかなり選ぶのが難しいなと思ったりするんやけれども。 

  この場合は、委員の任期はその委嘱の日からですので、委嘱するのは不服審査の分が

あったときに初めて審査会を設置してやるということですので、前もってこしらえてお

くということじゃないということですね。それはそれでいいんですね。聞いているんで

すけれども。 

○委員長（谷口重和） 山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） ただいま副議長のほうから質問あった件でございますが、

当然不服の申し立てが、そういった審査請求があってから設置すればいいかというよう

には考えておりますけれども、期間が６０日から９０日、３カ月という要件もございま

すので、いろいろと日程的なことはありますけれども、総務省から出されているＱアン

ドＡを見ていると、ある程度どういった方にお願いしようというぐらいはやっぱり整理

しておくほうがいいだろうというようなことも出ておるわけでございまして、基本的に

考えておりますのは、今おっしゃったように審査請求があってから設置させていただけ

たら非常にいいかなというふうに思っておりますけれども、急にすぐにというのはなか
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なかあれですので、早い段階でいろいろとご相談申し上げながら整理もしていきたいと

いうふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） もう一つよくわからんので、事前に審査会を設置するというような

こともならへんやろうし、そして終わったらもうそれでこの審査会は解散するという意

味やというふうに思うんで、任期とかそんなんはあらへんわね、これ。委嘱して、事案

が発生したら審査会を設置して、それが終了したらそれでその人の任務は終わりですよ

ということになるんかなと思うんで、任期も何も書いていないですね、これに。 

  今ちょうど行政手続条例が来ましたので。そうしたら、それぞれ行政情報の不服審査

を、今度、審査請求をされたらそっちの審議会でやられますと。行政手続条例の中に、

今は新たに行政不服審査会条例というのを制定されたと。これは手続条例との関係でい

えば、その手続の中でそういうなものが決定して、行政手続を決定したときに不服の審

査のことも書いていますね。これ条項がありますね。そういったときに、ここでやりま

すよということやったら、この設置の部分をここに入れるということにはならなかった

んですか、それは。 

○委員長（谷口重和） 山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） ただいまの副議長のご質問でございますが、確かに条例

がございますので、その中にはめ込んでいくというのも一つの考え方としては、方向的

には問題ないというようには認識しているところでございますが、新たにそういう改正

行政不服審査法が改正された中で、行政不服の審査会条例を設置していけというような

整備に関する法律等も出ている中で、今回新たに審査会というのを別途の機関として、

今、副議長おっしゃったように、案件のあるところがダブることは今まではよかったけ

れども、今度は違う機関に行かんならん。だから、弁護士の先生も、さっきおっしゃっ

たように、案件のダブっておられる方やったら別の人にお願いしていかんならんという

ことで、状況が今までとは一変して、全く町の中で何もかも別の機関を設けよとかいう

ことの方針もありましたので、別途、新しい設置の審査会条例を今回お願いしてきたと、

こういうことでお願いしたいと。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） 一番根幹のこと聞くんやけれども、行政手続法というのが今改正に

なったんですね。もともと行政手続法、それが改正になって、今、不服申し立てが審査

請求とか、先ほど言われた審理員があって第三者機関にというふうに手続が変わりまし
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たと。もともと自治体が条例に基づいていろんな手数料を決めたり何ややっていますや

ん。そういうようなものについて、公の施設を使わしたりどうしますか、不許可ですよ

とか、そういった行政処分に対しては行政手続法そのものは及ばないことになっておっ

たので、それは自治体が独自でやっておったわけですね。その手続法そのものは、法律

に基づいたものの整理の仕方として手続法があったんで、条例に基づく分についての行

政処分やらには対応できへんようになっておったんですよね。そうやさかいにいうて、

行政手続条例をつくってそれぞれ個別に対応しておったんです。法に基づいた分は、い

ろんな法律の生活保護法やとかいろんなものに基づいたものは、今の法律でやっておっ

た。 

  問題なのは、町条例でやっているやつの行政処分とか行政指導についてどうするかと

いうことを、今、行政手続条例でやっておったわけです。それが、やはり法が変わった

ら、それと同じような形でやりましょうということで条例を改正しようとしているんで

すね。それも新たに、今言うたような審査会をつくってやりましょうと。それで、それ

ぞれ行政情報とか個人情報の部分も審査会で同じようなやり方をしていきましょうと、

行政手続法の部分にのっかってと、こういうことですね。 

  そうしたら、先ほど言いましたように、条例でやっている行政処分について、不服申

し立てやらするときには行政手続条例に基づいてやっていくんやから、この条例の中に

審査会というものが入っていくべきじゃないかなと私は思ったりするんやけれども、そ

の辺の整理の仕方として、もともとの行政手続条例というのがあるんやから、そこの不

服申し立てとかいうものを今回審査に書いてはるわけです。そこであった分はどこどこ

に諮問しますよと、今の話やね。そうしたら、審査会に諮問しますよということではあ

かんのかなと。条例のこの中に入れ込んだらあかんかなと、そういう手続のことについ

て。というふうに思ったりするんやけれども、その辺は分けてやりましょうということ

で全ての自治体がなっているのか。これは、行政手続法の第４６条に基づいて、こっち

の部分をなぶりなさいということになっておるんやけれども、単独の分については、条

例に基づく行政処分についてはそういうぐあいにしましょうということになっておるん

やから、その辺の運用の仕方としてはどういう見解を持ってはったんかなと。 

○委員長（谷口重和） 山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） ただいまの稲石副議長のご質問でございますが、確かに

そういう部分も考えられるというようなところもあるわけなんですけれども、ちょっと

例規上の整理も含めて専門的なところと、いろいろとお知恵をかしていただきまして、
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出てきたのがこういう方法なんですけれども、今おっしゃったことは、確かに今までの

状況から、町が決めていたことから、国の法律が改正になったんだから当然のことなが

ら、この条文に入れ込むことも基本的な部分ではないかということでございますけれど

も、新しくそういう審査会が設けられるということを受けて、本町でも別途条例の中で

設置をして対応していきたいということで、今回別の条例として審査会条例というのを

提案をお願いしているというようなところでございます。以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） もう一つ、審査請求期間を６０日から３カ月に延長などというのは、

今までの手続の部分は行政手続条例のところも、ほかの今度第１５号でやるやつの関係

も含めて、行政手続法にのっかって変更していくということになるんで、その条文を引

用するんで、６０日、２カ月で請求できますというたやつが９０日になっておるわけで、

そして、また別の部分も３０日とかいろんなものが出てきておるんで、その辺は全部法

に準拠する形でやりましょうということになるんで、その辺のフロー図も含めて、やっ

ぱりきちっとこういう資料の中に当局がわかりやすく書いて、こういうふうに変わって

いきますよと。法に基づいた部分は行政手続法にのっかってやるんやけれども、うちの

条例に基づいた部分は全部行政手続条例に基づいてやるんですよと。それ以外は、先ほ

どあったみたいないろんな個別の部分を改正されようとしているんで、それも準拠する

んですよと。こういう意味ですよね。 

（「そうでございます」と呼ぶ者あり） 

○委員（稲石義一） そうですね。 

  だから、そういう資料にきちっとしていただくのと。 

  ならば、それぞれのところの情報公開の部分とか個人情報保護条例の審査会とかとい

うところは、３人で審査されているのか。今は５人でやっておられるんかとかとあるで

しょう。それぞれのところの審査会なんかも全部なぶっておられるんやから、そこに委

員さんが審査請求として何人の方がいらっしゃるんですか。３人やったら今の３人でも

ええんやけれども、５人やったら、そちらのほうの部分が５人で審査されるのに、ここ

が３人やいうのは不整合やと私は思っておるんですよ。 

  ですから、その辺はやっぱりきっちり、ここに３人をもって組織すると書いてはるか

ら、多分それは整合を持たさはったためにそういうところが、条項がえの審査会、これ

は何人で組織してはるのか。今、担当はどこやな、これは。何人ですか、それは。 

○委員長（谷口重和） 奥谷課長。 



１７ 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） 弁護士の先生の方々を含めて４名の委員がいらっ

しゃいます。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） これで出してきてはるさかいにあれやけれども、本当はやっぱりそ

ういうところもあわせて、今回改正されている行政手続条例の改正に伴っていろんな部

分をなぶってはるのやから、そこの人数も結構あわせながらやっていかんと、不服申し

立て、今回は審査請求になっていますという文言に変えはったけれども、そういう行政

処分に対して不服を言わはって、きちっとしてくださいよと、取り消してくださいよと

かいう請求があったときに、審査していただく先生方についてはやっぱり同じ組織の人

数やらでやっておかんとあかんのかなと思いますので、その辺はまた後々整理しておい

てもらったらいいですけれども。この程度でやめておきます。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ほかにないようですので、質疑はこれにて終了し、討論、採決に

入りたいと思います。 

  議案第１４号、宇治田原町行政不服審査会条例を制定するについての討論を行います。

討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） 討論なしと認めます。 

  直ちに採決に入りたいと思います。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○委員長（谷口重和） 挙手全員。よって議案第１４号、宇治田原町行政不服審査会条例

を制定するについては、原案どおり可決すべきものと決しました。 

  議案第１５号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定する

についてを議題といたします。 

  当局の説明を求めます。副町長。 

○副町長（田中雅和） それでは、議案第１５号について説明を申し上げます。 

  議案第１５号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定する

につきましては、行政不服審査法の改正に伴い、不服審査に係る手続を規定するため、

必要な関係条例を整備するものでございます。 

  よろしくご審議賜り、ご可決いただきますようお願い申し上げます。 
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  詳細につきましては、山下理事から説明を申し上げます。 

○委員長（谷口重和） 山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） それでは、議案第１５号、行政不服審査法の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例を制定するについてご説明申し上げたいと思います。 

  議案第１５号の議案書の後ろに、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例の概要というのを資料としてつけさせていただいておりますので、それを見てい

ただきながらお願いをしていきたいというように思います。 

  先ほどからもいろいろとご審議を賜っております行政不服審査法の法改正によりまし

て、本町の今現在ございます条例の所要の改正を行うものでございます。 

  特にこの改正の概要は、先ほどからもいろいろとご指摘等もいただいているわけでご

ざいますが、審理員による審理手続、第三者機関への諮問手続の導入、それと不服申し

立ての手続を審査請求に一元化ということで、今までは言葉としては不服申し立てとい

う言葉を使っておりましたが、それを審査請求という言葉に置きかえて、それを一元化

の整備を今回行いたいと。 

  それと、先ほどからも副町長のほうからもいろいろございました審査請求期間を

６０日ということで今までやっておりましたのを３カ月に延長するということでご提案

をしているところでございまして、その行政不服審査法のこういった法律の改正に伴い

ます本町の関係する条例が①から⑩までございまして、宇治田原町の情報公開条例、そ

れと宇治田原町個人情報の保護条例、それと宇治田原町の行政手続条例、それと固定資

産評価審査委員会条例、それと宇治田原町手数料徴収条例、それと宇治田原町情報公

開・個人情報保護審査会条例、それと宇治田原町人事行政の運営等の状況の公表に関す

る条例、それと宇治田原町消防団員等公務災害補償条例、それと宇治田原町職員の給与

に関する条例、それと宇治田原町税条例ということで、異議申し立てを削除する等の文

言の整理と、先ほどからいわゆる審理員の手続の除外、あるいはまた不服申し立てを審

査請求のほうに一元化を図りたく、今あります１０条例を、この行政不服審査法の施行

に伴いまして、文言の整理も行いながら整備を今回させていただきまして進めていきた

いというように考えておりますので、ひとつご可決賜りますようよろしくお願い申し上

げ、説明のほうを終わらせていただきます。以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。質疑ありませんか。稲石委

員。 



１９ 

○委員（稲石義一） 今の行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の資

料なんですけれども、これの①から⑩というふうにありましたけれども、これそれぞれ

の条文のところに全部きちっと出てきておるんかな。例えば税条例とか、⑨番目とか⑩

番目というのは、それはどこを見たらいいんですか。ちょっと教えてください。 

○委員長（谷口重和） 山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） ただいまの副議長のご質問でございますが、ちょっと私

の説明不足もございまして大変申しわけないところでございますが、特に⑥から⑦、⑧、

⑨、⑩については、また議案の第何号というところでご提案を申し上げていますので、

また後ほどよろしくお願いしたいと思います。 

（「どこで」と呼ぶ者あり） 

○理事兼総務課長（山下康之） 副議長おっしゃったように、今おっしゃった、例えば宇

治田原町税条例の関係とか、この次の議案第２４号のところで出てまいりますので。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） そうしたら、⑥番から⑦番は、先ほど僕言うたみたいに、組織のと

ころで⑥番目はありますよということを言うてんねんな。⑦番は人事行政の部分のとこ

ろで出てきよるし、消防団の公務災害は、今度これからやるやつやし、給与の分は、こ

の前の補正予算でやったやつ、税条例はこれから出てきよるやつの中にそれぞれのとこ

ろに入っておってこの中にはないと、こういう意味でええねんね。今の条例の中にはな

いんで、これそういう意味でいいんですね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員（稲石義一） だから、⑥番目以降は別条例のところに出てきますよということや

さかい、これ資料のつくり方が悪いな。 

（「見にくいのでえらい申しわけございません」と呼ぶ者あり） 

○委員（稲石義一） わかりました。 

  先ほど言うたやつがそれぞれのところにいよると。これまた出てきよったんかなと思

って、違う条文で出てきよったんかなと思いましたので、今の説明聞いておったら。わ

かりました。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ほかにないようですので、質疑はこれにて終了し、討論、採決に

入りたいと思います。これにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） 異議なしと認めます。 

  議案第１５号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定する

についての討論を行います。 

  直ちに討論に入ります。討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） 討論なしと認めます。 

  直ちに採決に入りたいと思います。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○委員長（谷口重和） 挙手全員。よって議案第１５号、行政不服審査法の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例を制定するについては、原案どおり可決すべきものと決しま

した。 

  議案第１８号、宇治田原町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正

する条例を制定するについてを議題といたします。 

  当局の説明を求めます。副町長。 

○副町長（田中雅和） それでは、議案第１８号について説明を申し上げます。 

  議案第１８号、宇治田原町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正

する条例を制定するにつきましては、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改

正する法律が平成２８年４月１日から施行されることに伴い、人事行政の運営等の状況

の公表事項について追加等を行うものでございます。 

  主な改正内容は、人事評価の状況、休業に関する状況、退職管理の状況を追加するも

のでございます。よろしくご審議賜り、ご可決いただきますようお願い申し上げます。 

  詳細につきましては、山下理事から説明を申し上げます。 

○委員長（谷口重和） 山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） それでは、議案第１８号、宇治田原町人事行政の運営等

の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例を制定するについてご説明申し上げた

いというように思います。 

  ただいま副町長のほうからご説明もありましたように、今回、地方公務員法及び地方

独立行政法人法の一部を改正する法律が平成２８年４月１日から施行されるために、人

事行政の運営等の状況の公表事項について追加を行うものでございまして、それとあわ

せまして、先ほど来ご指摘も賜っております行政不服審査法の所要の改正もお願いして



２１ 

いるところでございます。 

  人事行政の運営等の状況の公表事項に今までから宇治田原町の職員の人事行政の運営

などの状況を公表しますということで、今日まで町のホームページにおいて公表してま

いったところでございますが、その中に、議案書のほうにもございますように、職員の

人事評価の状況、それと職員の休業に関する状況、順番はあれですけれども、職員の退

職管理の状況を新たに追加するものでございます。それとあわせまして、行政不服審査

法の施行に伴う所要の改正をお願いするものでございます。 

  以上、ご審議賜り、ご可決賜りますようによろしくお願いします。以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ないようですので、質疑はこれにて終了し、討論、採決に入りた

いと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） 議案第１８号、宇治田原町人事行政の運営等の状況の公表に関す

る条例の一部を改正する条例を制定するについての討論を行います。 

  直ちに討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） 討論なしと認めます。 

  直ちに採決に入りたいと思います。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○委員長（谷口重和） 挙手全員。よって議案第１８号、宇治田原町人事行政の運営等の

状況の公表に関する条例の一部を改正する条例を制定するについては、原案どおり可決

すべきものと決しました。 

  議案第１９号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び宇治田原町職員の旅費に関

する条例の一部を改正する条例を制定するについてを議題といたします。 

  当局の説明を求めます。副町長。 

○副町長（田中雅和） それでは、議案第１９号についてご説明を申し上げます。 

  議案第１９号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び宇治田原町職員の旅費に関

する条例の一部を改正する条例を制定するにつきましては、地方公務員法及び地方独立

行政法人法の一部を改正する法律が平成２８年４月１日から施行されることに伴い、所
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要の改正を行うものでございます。 

  よろしくご審議賜り、ご可決いただきますようお願い申し上げます。 

  詳細につきましては、山下理事から説明申し上げます。 

○委員長（谷口重和） 山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） それでは、議案第１９号、職員の勤務時間、休暇等に関

する条例及び宇治田原町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定するにつ

いてご説明申し上げたいというように思います。 

  これは、ただいまご説明させていただきましたように、地方公務員法及び地方独立法

人法の一部改正に伴いまして、本条例を改正するものでございまして、地方公務員法の

法律の中に第２４条で、これは給与、勤務時間、その他の勤務条件の抜本基準というの

がこの中にありまして、第２４条の第１項では、地方公務員法でございますが、職員の

給与はその職務と責任に応ずるものでなければならないと、これが第１項でうたってお

りまして、第２項に、今申し上げました前項の規定の趣旨は、できるだけ速やかに達成

されなければならないと、こういうようになっていた条文が地方公務員法の中で、今申

し上げました第２項が削られましたので、今まで地方公務員法第２４条が１項から６項

まであった、６項が５項にかわるということで、今回地方公務員法の改正に伴いまして

本条例の改正をお願いしているものでございますので、ひとつよろしくお願いいたしま

す。以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ないようですので、質疑はこれにて終了し、討論、採決に入りた

いと思います。 

  直ちに討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） 討論なしと認めます。 

  直ちに採決に入ります。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○委員長（谷口重和） 挙手全員。よって議案第１９号、職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例及び宇治田原町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定するについ

ては、原案どおり可決すべきものと決しました。 



２３ 

  議案第２０号、宇治田原町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例の一部を改正する条例を制定するについてを議題といたします。 

  当局の説明を求めます。副町長。 

○副町長（田中雅和） それでは、議案第２０号についてご説明を申し上げます。 

  議案第２０号、宇治田原町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例の一部を改正する条例を制定するにつきましては、地方公務員災害補償法施行令の

一部改正に伴い、年金等の補償のうち傷病補償年金と同一の事由により厚生年金保険法

による障害厚生年金等が請求される場合の法整備、及び地方公務員災害補償法による休

業補償と同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金等が請求される場合の調

整率を０．８６から０．８８に改正するものでございます。 

  よろしくご審議賜り、ご可決いただきますようお願い申し上げます。 

  詳細につきましては、山下理事から説明を申し上げます。 

○委員長（谷口重和） 山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） それでは、議案第２０号、宇治田原町議会の議員その他

非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて

ご説明申し上げたいというように思います。 

  今、副町長のほうからご説明させていただきましたように、今回、地方公務員災害補

償法の施行令の一部改正に伴いまして、本条例を改正するものでございます。 

  特に改正内容につきましては、今ご説明いただきましたように、地方公務員災害補償

法施行令の一部改正に伴いまして、調整率を０．８６から０．８８に改正するものでご

ざいまして、その一つは、年金たる補償のうち、傷病補償年金と同一の事由によって厚

生年金保険法による障害厚生年金等が請求される場合の調整率、それともう一つは、地

方公務員災害補償法による休業補償と同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生

年金等がこれも請求される場合の調整率ということで、今申し上げました２つの調整率

を０．８６から０．８８に改正いたすものでございまして、適用については平成２８年

４月１日からということになっております。 

  以上、よろしくご審議賜り、ご可決賜りますようによろしくお願いします。以上でご

ざいます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。ありませんか。ほかにご

ざいませんか。 



２４ 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ないようですので、質疑はこれにて終了し、討論、採決に入りた

いと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） 直ちに討論に入ります。討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） 討論なしと認めます。 

  直ちに採決に入りたいと思います。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○委員長（谷口重和） 挙手全員。よって議案第２０号、宇治田原町議会の議員その他非

常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例を制定するについては、

原案どおり可決すべきものと決しました。 

  議案第２１号、宇治田原町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を制定

するについてを議題といたします。 

  当局の説明を求めます。副町長。 

○副町長（田中雅和） それでは、議案第２１号について説明します。 

  議案第２１号、宇治田原町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を制定

するにつきましては、議案第２０号と同様に、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準

を定める政令の一部改正に伴い、傷病補償年金並びに休業補償の調整率についてそれぞ

れ改正するとともに、行政不服審査法の改正に伴い、所要の改正を行うものでございま

す。 

  よろしくご審議賜り、ご可決いただきますようお願い申し上げます。 

  詳細につきましては、山下理事から説明を申し上げます。 

○委員長（谷口重和） 山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） それでは、議案第２１号、宇治田原町消防団員等公務災

害補償条例の一部を改正する条例を制定するについてご説明申し上げたいというように

思います。 

  これも先ほどと同じように、一つは、行政不服審査法及び非常勤消防団員等に係る損

害補償の基準を定める、これが政令が改正されたことに伴いまして本条例を改正するも

のでございます。 

  一つには、先ほどありましたように異議申し立てを審査請求に変える文言の整理、こ
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れが行政不服審査法の改正でございます。 

  それともう一つは、厚生年金保険法による障害厚生年金等が支給される場合の傷病補

償年金、休業補償の額に乗じる調整率、これの改正をお願いするものでございまして、

先ほども議案第２０号でも説明させていただきましたけれども、傷病補償年金の場合は、

現行の０．８６を０．８８、それと消防団員等公務災害の場合は、傷病補償年金の中、

特殊公務災害の場合に限り、第１級の傷病等級が０．９０と変更になっておりますのを

０．９１、それと第２級の傷病等の級が０．９０を０．９２、それと第１級、第２級以

外の傷病等級の場合、０．９１を０．９２と、休業補償の場合については、先ほどと同

じように０．８６を０．８８ということを、今回そういった法改正に伴いまして本条例

の改正をお願いするものでございまして、適用関係では平成２８年４月１日からという

ことでお願いをしていきたいというように考えております。 

  以上で説明のほうを終わらせていただきます。以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ないようですので、質疑はこれにて終了し、討論、採決に入りた

いと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） 直ちに討論に入ります。討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） 討論なしと認めます。 

  直ちに採決に入りたいと思います。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○委員長（谷口重和） 挙手全員。よって議案第２１号、宇治田原町消防団員等公務災害

補償条例の一部を改正する条例を制定するについては、原案どおり可決すべきものと決

しました。 

  議案第２４号、宇治田原町税条例の一部を改正する条例を制定するについてを議題と

いたします。 

  当局の説明を求めます。副町長。 

○副町長（田中雅和） それでは、議案第２４号です。 

  議案第２４号、宇治田原町税条例の一部を改正する条例を制定するにつきましては、
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地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しがあったこと、また行政不服審査法

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律及び同法第４０条により改正された地方税

法の一部改正が平成２８年４月１日に施行されることに伴い、本条例の所要の改正を行

うものでございます。 

  よろしくご審議賜り、ご可決いただきますようお願い申し上げます。 

  詳細につきましては、馬場会計管理者から説明を申し上げます。 

○委員長（谷口重和） 馬場会計管理者。 

○会計管理者兼税務・会計課長（馬場 浩） それでは、宇治田原町税条例の一部を改正

する条例を制定するについてご説明をさせていただきます。 

  お配りをいたしております１枚物の宇治田原町税条例の一部を改正する条例、概要、

こちらに沿ってご説明をさせていただきたいと存じます。 

  まず１つ目は、先ほど来出ております行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律及び同法第４０条により地方税法の一部が改正されることにより、所要の

規定整備を行うものでございます。 

  具体的な内容は、先ほど来出ておりますけれども、第１８条の２（災害等による制限

の延長）において「不服申立て」の文言を「審査請求」に一元化するものでございます。 

  施行期日は平成２８年４月１日でございます。 

  ２つ目は、地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しに係る所要の規定整備

でございます。 

  具体的な改正内容は、第５１条（町民税の減免）、第１３１条の３（特別土地保有税

の減免）において、申請書の記載事項から「個人番号」を削除するものでございます。 

  本件につきましては、同条において申請書の記載事項に個人番号、法人番号を記載す

る内容の町税条例の一部改正を１２月議会におきましてご可決いただいたところでござ

いますが、そのうち第５１条（町民税の減免）、第１３１条の３（特別土地保有税の減

免）において、申請書の記載事項から個人番号を削除することを内容といたします個人

番号利用手続の一部見直しについての通知が総務省自治税務局長から発信されたことに

よりまして、今回、所要の規定整備を行うものでございます。 

  施行日は公布の日からでございます。 

  以上、よろしくご審議賜り、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。ほかにございませんか。 



２７ 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ないようですので、質疑はこれにて終了し、討論、採決に入りた

いと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） 直ちに討論に入ります。討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） 討論なしと認めます。 

  直ちに採決に入りたいと思います。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○委員長（谷口重和） 挙手全員。よって議案第２４号、宇治田原町税条例の一部を改正

する条例を制定するについては、原案どおり可決すべきものと決しました。 

  議案第２９号、宇治田原町ともに創るまちづくり推進条例を廃止する条例を制定する

についてを議題といたします。 

  当局の説明を求めます。副町長。 

○副町長（田中雅和） それでは、議案第２９号についてご説明を申し上げます。 

  議案第２９号、宇治田原町ともに創るまちづくり推進条例を廃止する条例を制定する

につきましては、現第４次まちづくり総合計画の期間のおおむね中間年となる平成

２２年に制定しました宇治田原町ともに創るまちづくり推進条例については、第４次ま

ちづくり総合計画の推進姿勢や理念をあらわしたものですが、今般の第５次まちづくり

総合計画の策定に当たっては、地方創生など新たな時代背景にあって、町が地域課題に

対して責任を持ち主体的に公的な活動を行うことを前提としつつ、地域での自主的なつ

ながりと活動を尊重し、また協力して対応していくパートナーシップの構築といった考

え方を基本構想・基本計画に位置づけるとともに、議案第１６号にて提案されておりま

すまちづくり総合計画推進条例の中にその理念等をうたうこととしたため、当該条例の

制定と第５次まちづくり総合計画の開始に合わせて本条例を廃止するものでございます。 

  よろしくご審議賜り、ご可決いただきますようお願い申し上げます。 

  詳細につきましては、奥谷課長のほうから説明申し上げます。 

○委員長（谷口重和） 奥谷課長。 

○企画・財政課企画課長（奥谷 明） 引き続きまして、私のほうから議案第２９号、宇

治田原町ともに創るまちづくり推進条例を廃止する条例を制定するについてご説明を申

し上げたいと存じます。 
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  ただいま副町長申し上げましたように、現宇治田原町ともに創るまちづくり推進条例

は、第４次まちづくり総合計画の推進姿勢や理念をあらわしたものという位置づけをい

たしております。こうした中、ただいま議案第３２号でご提案申し上げております第

５次まちづくり総合計画、これは平成２８年度以降のまちづくりの基本的な指針となる

ものでございますが、新たな時代にありまして、新たな地域課題に対して町が責任を持

って住民さんと協力してパートナーシップを構築していこうというような考え方を今回

の第５次総合計画に位置づけておるところでございまして、今回、あわせて議案第

１６号でご提案申し上げておりますこういう総合計画の位置づけを明らかにし、またそ

の理念等を中に入れましたまちづくり総合計画推進条例を新たに制定させていただくこ

とで現在ご提案申し上げております。したがいまして、この新たなまちづくり総合計画

推進条例の制定と第５次まちづくり総合計画の開始に合わせまして、この条例を廃止さ

せていただこうとするものでございます。 

  なお、参考にも書いてございますように、１０ページにございますが、もともとこの

条例を具現化する組織といたしまして、ともに創るまちづくり推進協議会、これの設置

要綱もございましたけれども、あわせてこれも廃止させていただくものでございます。

以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ないようですので、質疑はこれにて終了し、討論、採決に入りた

いと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） 直ちに討論に入ります。討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） 討論なしと認めます。 

  直ちに採決に入りたいと思います。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○委員長（谷口重和） 挙手全員。よって議案第２９号、宇治田原町ともに創るまちづく

り推進条例を廃止する条例を制定するについては、原案どおり可決すべきものと決しま

した。 

  以上で、ただいま出席の所管課分に係ります付託議案審査を終了いたします。 
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  日程第２、第４四半期の事業執行状況について（変更）を議題といたします。 

  総務課所管について当局の説明を求めます。山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） それでは、事業の執行状況ということで、平成２７年度

第４四半期分ということで、総務課について説明申し上げたいと思います。 

  ページめくっていただきまして、２枚目のところ、赤で入れさせていただいておると

ころが前回のご報告をさせていただいたところで大きく変わっているところでございま

す。 

  １１番の組織能力向上プログラムの構築事業ということで、今年度取り組んでまいり

まして、２月３日に評価の適正化会議を実施させていただきまして、３月２日に人材育

成のプロジェクト会議をさせていただきましたが、日程のほうを入れさせていただいて

おります。 

  それから、１２番でございますが、災害時応援協定ということで、この３月２４日、

福祉避難所の設置の協定の締結を予定いたしておりまして、今日までは福祉避難所とい

うように指定しておりましたのが宇治田原町の保健センターとやすらぎ荘と２カ所でご

ざいましたけれども、国のほうからも校区に１つはやっぱり必要だというようなことを

受けまして、今回、福祉避難所の設置運営に関する協定の締結ということで、サンビレ

ッジ宇治田原・長楽会、それとグループホーム「くるみの家」むく福祉会、この両者と

も今回ご理解を賜りまして、３月２４日に福祉避難所としての設置運営に関する協定を

締結したく考えておりますので、追記のほうをさせていただいております。 

  また、近畿の西日本のエリアのこちらについても、現在継続して研究をしているとこ

ろでございます。 

  また、前にもご報告申し上げましたが、お隣の甲賀市さんにおいては、何とか今年度

に締結ができるようにということで進めてまいっているところでございますが、甲賀市

さんの市長さんのほうもご理解は既に賜っておりまして、あとは事務事業の段階の詰め

をしておりますので早急に締結ができるというようにも考えており、日程等が決まりま

したら、また議会のほうにもご報告を申し上げていきたいというふうに思っております。 

  それから、３枚目のところで、１４番の総合教育会議のほう、これについてはいろい

ろと議員各位からもご指摘を賜り、今年度総合教育会議を開催いたしまして、ちょうど

３月２２日に第５回目の総合教育会議を開催いたしまして、そこで大綱のほうがまとま

りましたら、また議会のほうにご報告を申し上げていきたいというふうにも思います。 

  また、総合教育会議の中では、教育の大綱だけやなしに、小中一貫教育についても議
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論等を重ねていくということのほうもあわせてご報告を申し上げたいと思います。以上

でございます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ほかにないようですので、これにて第４四半期の事業執行状況に

ついて（変更）を終了いたします。 

  次に、日程第３、各課所管事項報告を議題といたします。 

  企画・財政課所管の平成２７年度公共事業等の施行状況について当局の説明を求めま

す。小西理事。 

○理事兼企画・財政課財政課長（小西基成） それでは、お手元の平成２７年度公共事業

等の執行状況につきましてご報告申し上げます。 

  前回、閉会中の委員会、１月２０日にご報告申し上げました以降の変更点でございま

すけれども、昨年同期値のところの府内市町村の数字が、第３四半期分のほうが入って

まいりましたので、この分を追加させていただいております。数字で申し上げますと、

平成２７年度の府内市町村の平均契約済み額が７０．４％、それから支出済み額が

３２．４％という形で、今回ご報告部分を追加させていただいております。 

  あわせまして、裏面のほうの進捗状況も、この二月弱の進捗状況を反映しております

が、数字的な部分は変更ございません。 

  事業の進捗状況につきまして、若干進捗を申し上げておりますが、山手線につきまし

ては賠償交渉中と、それから公共下水道の管渠整備、これは既にご提案申し上げており

ますように減額補正の予定をいたしております。 

  それから立川浄水場につきましても、新水源ですけれども、これにつきましても繰り

越しを別途お願いしているということで予定としております。 

  それから、町道新設改良につきましては、今年度予定をしております区要望の工事に

つきましては、今年度分については全て発注済み、５の４につきましては繰り越し予定

で、これも別途上程させていただいております。 

  それから、河川改修工事につきましても、今年度予定分は既に発注済みでございまし

て、若干の変更増がございますが、それを除いて減額変更予定です。 

  ということで、前回からの進捗報告につきましてご報告申し上げます。以上です。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 
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  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手を願います。ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ないようですので、これにて各課所管事項報告を終了いたします。 

  日程第４、その他について何かございませんか。ほかに。委員の皆さん、何かござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） 当局、何かございませんか。山下理事。 

○理事兼総務課長（山下康之） それでは、その他ということで、所管の委員会のほうで

はいろんな角度から常にご審議を賜り、大変感謝いたしております。 

  その中で、資料を出させていただいておりますけれども、平成２８年度宇治田原町の

組織の機構図ということで、今回部制のほうもご提案申し上げ、いろいろとご審議もい

ただいたところでございまして、せんだって２月１２日に全員協議会を開催いただきま

して、本町の特に事務分掌のほうを、それぞれ議会のほうからもご提言も含めて指摘を

いただいたところでございます。その資料の最後の６ページのところに、そのときに何

か事務分掌の中でもう尐し審査等も必要やないかということでご質疑も賜った中、６ペ

ージのところで教育委員会の教育部のところの学校教育課のところの学校教育係、ここ

のところに赤字で入れさせていただいておりますが、（２）に小中一貫教育に関するこ

とということで、前の２月１２日の全員協議会の中にはなかったわけでございますが、

これも町として重要な事務分掌ということでございますので、新たにこれをつけ加えさ

せていただいております。 

  なお、最終日の議会のときには、新しいのを整理させていただきまして、もう一つの

委員会もございますので、そのときにご説明を全部入れて報告を申し上げたいというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いします。以上でございます。 

  もう一つ、よろしいか。 

○委員長（谷口重和） はい、どうぞ。 

○理事兼総務課長（山下康之） それでは、もう一つ、宇治田原町の地域防災計画の概要

版ということで、これも所管の委員会の中、非常に住民の皆さんにもわかりやすいよう

に概要版をつくったらどうかというようなご指摘とご提案も賜りまして、平成２７年度

地域防災計画の見直しということで、また所管の委員会では早くから議題としていろい

ろとご審議を賜ってきているというような経過の中で、２月にパブリックコメントを出

しましたけれども、特に意見がなかったところでございまして、今現在、最終的な整理
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をいたしておるところでございまして、最終版が調いましたら、また議会のほうにもご

報告申し上げたいというふうに思っております。今現在、概要版ということで今回の地

域防災計画の要点を住民の皆さんにわかりやすいように整理をいたしまして、総則とか、

特に主な内容、新たな内容、それと災害の予防計画、また新たな計画内容等を、第３章

には災害応急対策計画ということで、そういった新たな計画内容をできるだけわかりや

すくさせていただいたというように思っております。 

  こういったことをご報告申し上げるとあわせまして、閉会中の常任委員会の中では、

宇治田原町のマップのほうについても、今回宇治田原町を５つに割って大きいものにし

ていく、これを住民の皆さんに配布していくということで、議会の中でもご理解を賜っ

ておるというところでございますので、そのマップとこれとを一緒に挟み込んでという

ようなこれも議会のほうからご提案を賜りまして、それら住民の皆さんにしっかりとそ

ういった重要な特に命を守るということの観点からも含めまして、こういった概要版が

できましたので、所管の委員会にご報告を申し上げていきたいというふうに思います。

以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 当局、ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） 事務局ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ないようですので、日程第４、その他についてを終了いたします。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

休  憩   午前１１時３０分 

再  開   午後 １時００分 

○委員長（谷口重和） それでは、休憩前に引き続き会議を始めます。 

  お手元に配付の日程表１の２により、建設・環境課、産業振興課、上下水道課所管に

係る事項の審査を行います。 

  日程第１、付託議案審査について、議案第３１号、町道路線の認定変更についてを議

題といたします。 

  当局の説明を求めます。副町長。 

○副町長（田中雅和） それでは、議案第３１号についてご説明申し上げます。 

  議案第３１号、町道路線の認定変更についてにつきましては、平成２５年９月の定例

会におきまして道路認定をいただきました宇治田原山手線について、終点変更するもの
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でございます。 

  道路認定をいただいた時点におきまして、宇治田原山手線の終点を大津市との境界で

ある大字禅定寺小字高尾６番１を地先といたしておりましたが、その後の現地境界確定

作業の進捗によりまして、当該地点の位置が高速道路をまたぐ橋梁の中途に当たる箇所

であることが判明したところでございます。市町外に位置することになる橋梁の範囲に

つきましては、供用後の利用者の安全配慮から共同で管理する方向で大津市と協議を進

めており、そのためお互いが市町界を超えて道路認定をすることになりますことから、

宇治田原山手線の終点を大津市大石小田原町字青木ケ谷３８０番地先とする路線認定変

更をするものでございます。 

  なお、大津市との重複管理方法につきましては、橋梁の詳細設計等が明確となった時

点におきましてご相談させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いしま

す。 

  以上、よろしくご審議賜り、ご可決いただきますようお願い申し上げます。 

  詳細につきましては、山下参事からご説明を申し上げます。 

○委員長（谷口重和） 山下参事。 

○建設・環境課新名神推進室参事（山下仁司） それでは、町道路線の認定変更について、

議案第３１号資料をもとにご説明をさせていただきます。 

  資料の２枚目の位置図をごらんいただきたいというふうに思います。 

  副町長からの提案説明と重複するところもございますけれども、今回の認定変更につ

きましては、道路路線自体の計画に変更を加えるというものではございませんでして、

当該地の土地所有者間によります境界立ち会いの結果としまして、大津市との市町界、

行政界のほうが本町側に大きく移動することとなり、新名神高速道路をまたぐ歩道橋ＯＶ

の中途に市町村界、行政界が来ることが明確になったことによるものでございます。 

  一般的には、町域内で町道が完結することが通例でございますが、市町村界また都道

府県界をまたぐ橋梁につきましては、供用後の利用者の安全配慮から認定を境界までと

するのではなく、重複認定を行った上で、お互いが協議を行い管理していくことが通例

となっているところでございます。こうした状況を踏まえまして、大津市と重複認定す

ることで協議が整いましたので、議案書にございますように、終点を変更前の禅定寺小

字高尾６番１地先から滋賀県大津市大石小田原町字青木ケ谷３８０番地先に変更をお願

いするものでございます。 

  なお、大津市につきましては、昨年の１２月、既に本町の町域までの道路認定を大津



３４ 

市議会で議決を経ておられます。同時に、本町の町道認定に必要となります、次のペー

ジ３ページ目にございます道路法第８条第４項に基づく大津市議会の議決を昨年の

１２月２２日にご可決をいただいていると。これを受けまして、同じく同法第８条第

３項の大津市長の承諾のほうも本年１月１３日にいただいたことから、今般、本町議会

におきまして認定変更の議案をお願いするものでございます。 

  なお、道路法第１６条第２項の規定にございます管理方法につきましては、議会での

議決についてが必要になるわけでございますけれども、同時にご提案させていただけれ

ばわかりやすかったということでございますが、現在、橋梁の詳細設計がまだ完了して

いないというようなことでございまして、明確になった時点で、再度ご相談をさせてい

ただきたいというふうに考えているところでございます。 

  また、大津市との協議の中で、一般的な負担割合ということで、２分の１ずつが妥当

であるのではないかというような協議は行っているところでございます。以上、説明の

ほう終わらせていただきます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手願います。稲石委員。 

○委員（稲石義一） 今の説明ですと、字界を越して、町域を越して橋梁がかけられると

いうことで、重複の認定をするということです。１２月で既に大津市の議会で、その部

分の道路法の第８条の第４項ですか、議会の議決を経なければならないということで、

既に１２月２２日に可決されたということです。向こうの認定もそのときにされている

ということですね。なおかつ、その議決をもって１月１３日で承諾を得ているというこ

とですね。それを受けて今回の手続というか、３月のうちの町も認定になるということ

です。 

  なおかつ、道路法の１６条の協議、この道路橋梁についての字界を、町域をまたがっ

て橋がつくられるんで、それの管理方法なり経費負担、これについては橋梁の詳細設計

がきちっとなった折に、でき上がってからかどうかわからないですけれども、今後協議

していきたいと、こういう内容の報告があったところでございますので、町道認定につ

いては、２５年の９月に既にとっているやつを変更したいということであろうかという

ふうに思います。 

  管理区分と経費負担については、きちっと詳細設計ができてからか、橋梁が完成した

後に、これ議決を経なければならないということになりますので、今のところは大体折

半したいというような案で煮詰めているということだったんで、時期的には設計ができ
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た折か橋梁が竣工した折、そのころだと思うんですけれども、その辺については見通し

として、議会のほうに提案されるのはいつごろを見通しとして持っておられるのかを聞

いておきたいと思います。 

○委員長（谷口重和） 山下参事。 

○建設・環境課新名神推進室参事（山下仁司） ただいまの委員からのご指摘でございま

すけれども、一応、詳細設計のほうは現在進めていただいておりまして、約１年の工期

で施工されていくというふうに伺っているところでございます。 

  ですので、その間に当然、大津市さんとも協議を、設計協議の中でまたお話をさせて

いただくというような形になろうかというふうに思いますし、大体、詳細設計で橋の形

等がわかってきましたら、どれぐらいの経費になっていくんだろうということも見えて

くるかなというふうに思ってございますので、このあたりは大津市さんと協議を進める

中で、再度、議会においてはご報告をさせていただきたいというふうに考えてございま

す。以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） わかりました。それではこのときにまた、議会のほうにも調整を図

っていただいたらと思います。 

  これ以外に、今の候補に上がっている町道の路線以外に、字界で協定を結んでいるよ

うな路線がもしあったらちょっと教えてほしいなと思うんです。いかがでしょうか。 

○委員長（谷口重和） 山下参事。 

○建設・環境課新名神推進室参事（山下仁司） これまで、本町のほうで、行政区外で協

定を結んでいるというようなところはございません。おおむね、滋賀県でいいますと喜

撰山大橋でありましたりというのが、県と府との共同の重複認定の橋梁でございますの

で、そういったところはございますが、町自体ではございません。以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） はい、結構です。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ほかにないようですので、質疑をこれにて終了し、討論、採決に

入りたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） 異議なしと認めます。 
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  議案第３１号、町道路線の認定変更についての討論を行います。 

  直ちに討論に入ります。討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） 討論なしと認めます。 

  直ちに採決に入りたいと思います。原案に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○委員長（谷口重和） 挙手全員。よって議案第３１号、町道路線の認定変更については、

原案どおり可決すべきものと決しました。 

  さきの審査とあわせて、本委員会への付託されました１０議案の審査を終了いたしま

した。この審査の結果につきましては、総務産業常任委員会委員長名をもって、委員会

報告書を議長宛てに提出いたします。 

  以上で、本委員会に係ります付託議案審査を終了いたしました。 

  この場で暫時休憩をいたします。 

休  憩   午後１時１２分 

再  開   午後１時１５分 

○委員長（谷口重和） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  日程第２、第４四半期の事業執行状況について（変更）を議題といたします。 

  建設・環境課内のうち、建設課所管事項について当局の説明を求めます。光嶋理事。 

○理事兼建設・環境課建設課長（光嶋 隆） それでは、お手元にお配りをさせていただ

いています事業執行状況の変更についてご説明を申し上げたいというふうに思います。 

  まず、１枚目、１ページ目でございますが、４番、宇治田原山手線の整備事業につき

ましては、これはさきの補正予算の委員会でも申し上げましたように、繰り越し議案と

させていただきたく、このような内容で繰り越しとさせていただきたいというように考

えております。 

  次に、２枚目をおめくりいただきたいと思います。 

  ８番の道路施設長寿命化修繕事業につきまして、これも橋梁修繕工事の一部を繰り越

したいということで考えておるところです。 

  次に、１１番でございますが、建築物耐震改修促進計画改定事業でございます。これ

は京都府のほうから２月末に案の提示がございました。これにつきましては、後ほど附

則の説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  １２番目の木造住宅の耐震診断士派遣事業につきましては、２月末現在でゼロ件とい
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うことでございます。 

  それで戻りますが、建築物の耐震改修計画についてでございます。これの資料につき

ましては、１枚物でＡ３でございます。ちょっとごらんをいただければいいと思います

が。これで市町村の耐震改修促進計画のモデル改定案ということで、京都府のほうから

資料送付がございました。大きく分けまして、ちょうど右半分、左半分で、現行の計画

と改修の計画の案という形で記載をさせていただいております。 

  その中で、新耐震の改修促進計画の中で太線で囲ってございます部分、これが市町村

計画の改正に当たっての主要事項、留意事項ということになるものでございます。これ

につきましては、まず従来、阪神・淡路等の大震災を主眼に置いておりましたものを、

東日本大震災ですとか南海トラフ地震の被害といったことで地震がほかにもありますよ

ということで、そういった項目をつけ加えられたもの。それと、計画の期限を設定する

ようにというような計画指針がございます。 

  そうしまして、その次のパートの部分でございますが、太線で住宅耐震化事業を積極

的に展開をしていく。住宅については、府計画に準じて目標を設定ということで、京都

府の、もう一つ右の欄でございますが、府の促進計画案でいきますと、住宅については

減災化住宅の目標を平成３７年で９７％、耐震化率目標を同じく９５％ということで定

めておりますので、こういったことを目途としまして、市町村計画についてもその内容

を充実させるようにということになってございます。 

  その次のパートでございますけれども、これは府民の命を守るための幅の広い施策を

推進するということで、主に住宅部分で木造住宅の耐震化事業の支援内容、実績戸数等

を記載すること。ここでは簡易改修ですとか、耐震シェルターを追加ということで、耐

震シェルターにつきましては、来年度の当初予算という中で項目として上げさせていた

だいておりますので、そういったものが今後、支援をさせていただく対象となってくる

ということで、それに基づいて改定をしていくようにということになってございます。 

  また、空き家施設等の住宅施設と連携をして耐震化を促進するようにということ。そ

れと、一番下の行にございますけれども、減災化住宅の推進などを推進するようにとい

ったことを基本において、市町村の耐震計画の改定作業をするようにといったことが、

府下全市町村に対して通達があったところでございます。 

  これを受けまして我がほうでは、大きく今現在定めております内容を変更するもので

はございませんでして、どちらかといいますと、こういった項目を補足しながら充実を

させていくという内容になろうかというふうに考えておるところでございます。 
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  事業の今後の進め方ということでございますが、何分にも２月の末に京都府のほうか

ら資料がやっと出てきたということでございまして、これは全部の市町村において、今

現在作業を進めておられるというところでございます。我がほうの予定といたしまして

は、今現在まとめをいたしまして、４月には住民の方々にパブリックコメントを求める

手続に入ってまいりたいというふうに考えております。そうした中で、ご意見を集約し、

最終的なまとめを５月末、６月頭ぐらいまでにはまとめてまいりたいというのが、今の

スケジュールとして考えておるところでございます。 

  なお、先ほど耐震シェルターの追加ということで、これは具体的にはそれぞれの委託

の中で、特に就寝場所を中心に箱のようなシェルターを設置して、倒壊があったとして

も被害から逃れられるようにという設備でございます。こういったものについては、京

都府のほうの品番指定が補助対象になるというようなことを聞いておりまして、そうい

った作業が、京都府もまだもう尐し時間がかかるということが言われておりますので、

そういったことも視野に入れながら、全ての方に、そういった設備の設置が望まれる方

については対象となるような配慮をしていくことが必要というふうに考えておるところ

でございます。以上が、市町村の耐震化促進計画の改定案の内容説明ということでござ

います。 

  それと、もう一つ、ご説明が漏れまして恐縮でございます。一覧表の一番最後にホッ

チキスでとじ込みをさせていただいておりますが、これが宇治田原山手線の整備事業に

対します道路用地の取得状況ということで掲げさせていただいております。 

  全体といたしましては、２７年から２８年の２カ年で約８万平米を取得したいという

ことで考えております。年度別の状況といたしまして、平成２７年度で全体のうち５万

３，１８２．３１平米を取得したいというふうに考えておりますけれども、契約済みが

４万７，７４３．６９平米、地権者全体２０名いらっしゃるうちに契約済みの方が

１７名ということでございます。 

  面積ベースで、全体で８９．７７％、年度別では取得もできております。全体といた

しましては、その下にございます５９．６８％の取得をできておりまして、次に来年度、

残りの２万７，０００平米、地権者の方５名いらっしゃいますけれども、そういった

方々との交渉に当たってまいりたいというところでございます。以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。稲石委員。 

○委員（稲石義一） 今の耐震化のやつですけれども、今の概要、現在は平成２７年で耐
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震化の目標としては９０％ということですけれども、もう間もなく２７年度終わります

ので、どれぐらいの数値が達成されたのか、まずそれからお聞きしたいと思います。 

○委員長（谷口重和） 光嶋理事。 

○理事兼建設・環境課建設課長（光嶋 隆） 数値の達成につきましては、これも議会の

委員会がございます折々に、どれぐらいの耐震に対する取り組みがあるのかということ

でご質問がある中で、この間、毎年数件の耐震の診断があり、また一部耐震の工事をな

さっている方があるというような内容でございますので、当初設定しております数値か

らその数字までにはかなり開きがあると、達成するにはとても無理な状況であると。 

  そういったことを鑑みまして、今回の計画の中で新たな手法といたしまして、そうい

うシェルター等の設置も視野に入れた中で対象にして取り組むようにということが示さ

れておるだろうというふうに考えるところでございます。以上でございます。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） いやいや、目標を設定したのは町やからね。町が９０％を達成した

やつについて、どういう手法であろうとも遅々として進まへんけれども、どういう調査

をして、どういう今状況にあるのかというのを説明してもらわな、それは。それを聞い

ている。 

○委員長（谷口重和） 光嶋理事。 

○理事兼建設・環境課建設課長（光嶋 隆） 申しわけございません。 

  資料等について、今尐し手持ちがございませんもんですから、至急に調べまして、後

ほどご報告させていただきたいというふうに思います。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） それとか、関連で今先ほど申されたような、だから進まへんのでシ

ェルターをやりますよということなんでしょう。当初予算でシェルターのやつが入っと

るんでね。 

  ただ、この数値もわからへんのにシェルターで対応しまっせと言うたって納得できる

ものでも何にもないんで、一応、当初予算の審査の前に、おたくの審査の前にその辺の

数値をきちっと出して、だからこうするんですというようなことを言わんと説得力がな

い、説明責任が果たせませんので。 

  また、京都府が、今右側にあります平成３７年、１０年先に９７％とか９５％とか出

しておられるので、それも今の現状の数値がわからんことにはできませんので、その辺

も含めて資料を当初予算の審査までに出してください。出せますか。 
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○委員長（谷口重和） 光嶋理事。 

○理事兼建設・環境課建設課長（光嶋 隆） 対応させていただきます。よろしくお願い

します。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） それと、公共施設のほうです。早期に１００％とええかげんな書き

方をしてあるのやけれども、これはどうなんですか。今の現状として公共施設、学校や

ら全部含めて、公共施設の耐震化については、どのような現状の数値を把握されている

んでしょうか。 

○委員長（谷口重和） 光嶋理事。 

○理事兼建設・環境課建設課長（光嶋 隆） 公共施設に関しましては、設置時期等から

鑑みまして、建築基準法上、耐震の基準に照らし合わせて既に達成しておるもの、例え

ば小学校等はその対象になるわけでございますけれども、それ以外の分につきましては、

この役場の庁舎も含めまして耐震の検査を実施しております。 

  これは、ちょっと年次は数年前になるんですが、総務のほうで実施をしていただいた

というふうに記憶をしておりまして、その後、具体的な対応といたしましては、耐震化

を達成されていないものについて、補強すべきもの、あるいはもう一度確認するものと

いったようなものがございまして、一例で申し上げますと、岡之薮の町営住宅等につい

ては、建築年次が非常に微妙であったものですから、そういったものについては昨年度

検査を依頼をして検査を実施をいたしまして、それについては耐震の補強をしなくても

いいというような判断をいただいたものもございます。そういったものについては実行

しなくてもいいんですけれども、特にちょっとパーセンテージは、私、今ちょっと記憶

していないんで恐縮なんですが、役場の本庁舎を含めまして未実施の分については、ま

だ着手がされておらない状況であるというふうに認識をしております。以上でございま

す。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） 庁舎の建てかえのときに、耐震化のそういう補強をしなければなら

ない費用との費用対効果も含めて議論をさせていただきましたので、一応、町の資料と

して診断をされた結果の状況について一覧表にして出していただいたらいいのかなと。 

  それを出していただいて、今後、この計画をきちっと京都府の分が出た分について、

本町として独自措置なんかの数十％も落とさんならんのかどうかという検討もあろうか

と思いますので、そのことも踏まえて、計画をねられる場合に現状の認識をしとかんな
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らんので、まずはそういう公共施設も含めた現状の一覧表をきちっと提出していただき

たい。それだけ求めておきます。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ほかにないようですので、これで質疑を終了いたします。 

  次に、環境課所管のほうについて説明を求めます。三好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） それでは、建設・環境課環境係の第４四半期の事

業執行状況の変更についてご説明を申し上げたいと思います。 

  まず１番目の小型家電リサイクル推進事業ですけれども、２月は１５キログラムと

１月の４カ月の開始となりました。この小型家電回収事業ですけれども、実証期間が

３月１８日ということで調査が終わってしまうんですけれども、この後も回収は続けて

いく予定です。 

  実証期間の間は運搬費等ゼロでありましたけれども、今後のことですけれども数量が

尐な過ぎるので、運搬等に関して逆有償になる可能性もありますので、今、城陽市とか

久御山町が協議しています業者と同じ業者と協議しておりまして、それが敦賀のほうの

会社になるんですけれども、一応うちの小型家電の回収したやつを倉庫に入れても、割

と大きいので半年でも１年でもためられますので、年１回もしくは２回の回収でも有償

でお願いできるというような交渉も今ちょっと重ねておりまして、その方向でいきたい

と考えておりますのでよろしくお願いをしたいと思います。 

  それから、２番目の家庭用資材有効利用設備設置補助事業ですけれども、２月に生ご

み処理機の申請が１件あり、合計３件の申請があったということです。以上で終わりま

す。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。稲石委員。 

○委員（稲石義一） 先ほどの１番目の小型家電の分は、１０月から始めて半年間の実証

期間を設定して、今後どうしようかということなんでしょうけれども、その評価して本

格的に取り組むのか、もうやめとくのかを含めて最終的に、今先ほど言われたんですけ

れども、この評価の部分も含めて、どういうことやったんというのをきちっと書類にし

て所管の委員会に出していただいて、こういう検討をしましたと、結果的に。次年度以

降はどうするのやとか、本格実施するかとか、今の業者の部分を含めて。費用が逆にな

ったりするんでというような評価を踏まえて、どうするんかというのをきちっと、実証
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期間が終わるんですから、担当課としてきちっと方向定めしたものをどこかの時点で出

していただかなんならんというふうに思うんですけれども、いかがですか。 

○委員長（谷口重和） 三好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） 実証期間が３月１８日までとなりますので、その

後において、結果等、方向性等をまとめまして、また次の議会のときに報告させていた

だきたいと思います。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） ただ、住民の方にとっては、そういうことを周知する方法が町民の

窓でしかないのか、ホームページかあろうかと思うんですけれども、それは一旦終了し

て、今そういう公共施設のほうに持っていくとか、何とかやっていくについて、それは

一旦実証期間が終わるので、住民の方々のそこへ持ってきていただくようなものはもう

これで終了しましたよとかいう周知はどうされているんですか。 

○委員長（谷口重和） 三好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） この事業は、２７年度事業は実証を始めますと、

もうこのまま続けなければならないと最初からなっておりましたので、それはそのまま

続けていきますので、住民のほうにこれが終わりましたという周知は、そのあたりはそ

のまま続けていく用意をしております。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） ただ、そのことを先ほど言いましたように、報告をきちっと４月に

するかどうかあるんでしょうけれども、費用対効果も含めて、その収集量も含めて実証

をやったらずっとやらんならんもんで、経費的に逆になったりいろいろなことがするん

やけれども、そのことを踏まえてどうするかというのを行政的に判断をしてもらった部

分を報告もらわならんわけでね。それをずっと、ずるずると続けていくことがどうなん

かと。住民の方々には、これはもう実証期間が過ぎてもやるんですよというようなこと

は、もう周知というのは、もうやっていくんですよというのはどこかで周知されたんで

すか、これは。 

○委員長（谷口重和） 三好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） 住民の皆様には、実証期間というようなことは言

うていないんで、１０月から回収を始めますということで始めていますので、住民のほ

うはそのまま続くと考えていると考えています。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 
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○委員（稲石義一） 住民の方は、そのままスタートですよと言うたらずっと終わりなく

やっていただけるというふうに思ってはるやろうということを言うてはるんやね。議会

には実証期間はきちっと言うてはったんで、それやったら、それはその後どうするんで

すかとか、今言うたような収集量の問題とか、定点の問題とか、そんなことを評価しな

がら、新年度にはどういう手だてがあるんやというのを総括して、実証というのはそう

いうことですよ、基本的に言うたら。評価して次につなげるということなんやから、そ

れはやめることにはならんですよということやけれども、費用対効果を含めてどうする

んやと。これ全く集まらへんだらどうなるか。実証期間を本格実施みたいな形で継続す

ることにもならんと思うんでね。 

  やっぱりそれは、実証期間は実証期間として一定評価せんならんと。これは、もう早

いうちに４月の所管の委員会に、そのことについて当局が評価された内容については報

告していただきたいというふうに思います。以上で終わります。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） なければ質疑を終了いたします。 

  次に、日程第３、各課所管事項報告についてを議題といたします。 

  まず、環境課所管の協栄開発に係る報道について（Ⅳ）、当局の説明を求めます。三

好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） それでは、協栄開発に係る報道（Ⅳ）ということ

で報告させていただきます。 

  平成２８年２月１５日の前回の総務産業委員会で、協栄開発に係る報道（Ⅲ）につい

て報告しましたが、その後の結果を報告します。 

  経過ですけれども、平成２８年１月２７日付で宇治簡易裁判所は、協栄開発に対しま

して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条２第１項の違反で罰金刑を科しまし

た。協栄開発は、罰金刑を受けたことで法第１４条第５項第２号イに規定する法律第

７条第５項第４号３に該当し、法第１４条の３の２第１項第１号に規定する許可を取り

消され、今後５年間は許可を受けることはできません。京都府は、京都府山城北保健所

長は、平成２８年２月２６日付で協栄開発に対して、産業廃棄物収集運搬業の許可を取

り消しました。 

  ２番目ですけれども、次年度以降についての町の対応ですけれども、今後についてで

すけれども、総務産業常任委員会で報告してきましたが、一般廃棄物処理業ではなく、
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産業廃棄物処理業に関する違反で京都府が許可を取り消したものでありますので、町と

いたしましては、今までご報告してきたとおり、平成２８年度前期に契約見直しの準備

作業に入り、平成２９年度または３０年度からの複数年契約に着手するよう取り組みた

いと考えています。 

  以下、参考資料として法律の条項を掲げております。以上です。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。稲石委員。 

○委員（稲石義一） そうしますと、これは取り消しを受けましたと、そういうことを町

当局のほうに協栄さんのほうから報告があったということでよろしいんでしょうか。 

○委員長（谷口重和） 三好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） 平成２８年２６日付で京都府のほうから協栄開発

が呼び出されて、その報告を受け、その帰りに町のほうに寄って報告を受けました。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） そうですね。いつも言うように、そこのところがいつも欠けている

ので、取り消しをされまして、町当局には、その後速やかに報告がありましたというふ

うにきちっと報告しといていただいたら、目で見たらわかりますので。 

  そのことと一般廃棄物とは対応方が異なるというのが２番目に書かれていることで、

２８年４月以降の一般廃棄物の処理について、収集については従前どおりやりまして、

その後において、２９、３０年の複数年の契約については改めてやり直しをするなりの

検討をさせていただきます、その方向には変わりませんという結果でよろしいんでしょ

うか。 

○委員長（谷口重和） 三好課長。 

○建設・環境課環境課長（三好茂一） はい、稲石委員言うとおりでございます。 

○委員（稲石義一） はい、結構です。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） なければ、これで質疑は終了いたします。 

  次に、産業振興課所管の観光振興計画について当局の説明を求めます。下岡参事。 

○産業振興課地域資源活用室参事（下岡寛史） 宇治田原町観光振興計画の策定について

報告させていただきます。 

  観光振興計画をごらんください。２月の総務産業常任委員会で報告させていただきま
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した宇治田原町観光振興計画（案）ですが、２月２３日に麻生委員長から町長へ答申い

ただき、この計画のとおり３月に策定とさせていただきました。 

  策定に当たりましては、２月の常任委員会のときにお示ししました観光振興計画

（案）から一定、変更させていただいているところがございますので、ご説明させてい

ただきます。 

  観光振興計画の１９ページをごらんください。 

  オレンジ色の丸がついている２つ目の進捗管理のところですが、２月の総務産業常任

委員会で、観光まちづくり会議がチェックするのは推進団体がチェックすることとなり

おかしいとご指摘いただいた件ですが、策定委員長等と検討させていただきまして、正

式な答申を受ける前に訂正を加えさせていただきました。 

  訂正の内容は、前回、「この指標の進捗を観光まちづくり会議等で適切にチェック

し」と記載させていただいていたところを、今回、「この指標の進捗を適切にチェック

する機関を別途設け」に訂正させていただいております。この記載の変更によりまして、

進捗の管理は、観光まちづくり会議以外の方がチェックすることとなります。以上が変

更点です。 

  これをもちまして、観光振興計画の策定と前回報告させていただいてからの変更点の

説明を終わらせていただきます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ないようですので、次に、ため池「安心安全マップ」について説

明を求めます。木原課長。 

○産業振興課長（木原浩一） 失礼いたします。 

  説明に入らせていただく前にですが、ちょっと資料等、またこの図面の中の数字が全

然違っておりましたので、ご報告のほう先にさせていただきたいと思います。 

  きょうの説明資料の下から２段目ですけれども、２列目ですけれども、平成２６年度

老中大池というところで貯水量が４，９００立米になっておりますのが、これ、ため池

台帳でちょっと確認いたしましたところ１万７，０００立米、約３倍ということになり

ますので、ちょっとこの池の部分につきましては京都府と調整して、改めてまたご報告

のほうさせていただきたいと思います。 

  それでは、このため池「安心安全マップ」につきましては、貯水量が多く民家に近い
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ため池の中から、町と地元の意見を聞いて協働で作成していただきました。 

  マップに標示されております浸水予定地区、この１枚目のみとさせていただきたいん

ですが、雨量及び震度に関係なくため池の堤体が破堤し、貯水量の全量が流出すること

を前提としてつくっていただきました。京都府では、こうした情報をマルチハザード情

報システムに表示し、府民に公開するということで、今回、町のほうの承諾をいただけ

たら載せていきたいということでご報告いただいております。 

  公開の目的といたしましては、ハザード情報を府民に公開することで、府民みずから

が自主的に安全確保の行動ができるようにするためということでございます。 

  公開の方法につきましては、京都府のホームページで公開されるということでござい

ます。 

  マルチハザード情報システムということの内容につきましては、ここに書かせていた

だいているとおり、こういうことを表示していただいています。 

  この事業につきましては、京都府の農村地域防災減災事業ということで２５年から

２６年度で実施していただきまして、事業者は京都府となっております。以上でござい

ます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。稲石委員。 

○委員（稲石義一） これ今の４番目のところに書いていますように府内マップ数が

１１２カ所ということになっていますけれども、こういった災害のため池についての危

ないところを府内ではこれだけあって、そのうち宇治田原町は２つですよというような

ことだと思うんですけれども、これに近い形であるようなため池というのは、類似する

ようなものというのは、町として把握されているんでしょうか。 

○委員長（谷口重和） 木原課長。 

○産業振興課長（木原浩一） 貯水量の多い池のほうは把握しております。また、それが

民家に近いとか、そういう面で地域の区とかの話で省かれたとは思うんですが、大きな

池は把握しております。 

○委員長（谷口重和） 稲石委員。 

○委員（稲石義一） こういうときに出していただくときに、いつもため池の調査もされ

て、いろいろ委員会でも話はされていますので、３万２，０００と１万７，０００です

ね、これでいえば。それに近いような貯水量があって、それで民家に近いようなところ

で、それが決壊したりすると非常に危ないというようなものがあれば、これに類するよ
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うな資料としてつくっといていただいて、また委員会のほうに報告していただいたら結

構かと思いますので、よろしくお願いします。以上です。 

○委員長（谷口重和） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） なければ、これにて終了いたします。 

  次に、上下水道課所管の公共下水道の計画区域の見直し検討について説明を求めます。

野田課長。 

○上下水道課長（野田泰生） それでは、上下水道のほうから、下水道の全体計画見直し

につきまして中間報告の①といたしまして、国が示しております汚水処理整備手法の検

討マニュアルに基づきまして未整備地域の整備手法を再検討いたしましたので、その中

間報告を初めてさせていただきます。 

  それでは、資料に沿ってご説明申し上げます。資料の１番のところでございますが、

表紙１番のところでございます。 

  趣旨のほうですが、公共下水道事業につきましては、平成１８年度に見直しました下

水道全体計画に基づく事業計画を京都府へ提出し、現在、交付金事業として取り組んで

おります。現計画は、次年度で見直しから１０年が経過しますので、下水道事業を取り

巻く環境、国の方針等も変わってきておりますことから、本年度と次年度の２カ年で全

体計画を見直すものでございます。 

  特に、国の方針といたしまして、前回見直しから変わってございますけれども、前回

でも浄化槽の性能評価は上がってきておりましたが、今回、さらに浄化槽の耐用年数が

長く評価されたこと、また下水道事業も概成を平成３５年度にはするように、なお京都

府からは、さらに前倒しで平成３２年度に開始するよう指導されているようなところで

もございます。 

  本町の公共下水道事業は、交付金事業の未普及解消という補助のメニューで取り組ん

でおりますが、国が平成３５年度概成と言っておりますことから、恐らくでございます

けれども、平成３５年度以降の未普及解消という補助メニュー、交付金事業のほうは確

実に縮小されるものと考えております。 

  資料の２番、検討方法でございますが、下水道未整備地域の汚水処理整備事業につき

まして、現計画の集合処理である公共下水道で整備するか、あるいは個別処理の浄化槽

に見直し整備するか、この両者を比較検討いたしております。 

  今回の検討は、第１段階といたしまして経済性に限定して検討しております。今後は、
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この検討に時間軸、整備完了目標、また財政計画、収支計画ございます、を加えていき

まして、次年度中には最終決定をしたいと考えております。 

  経済性の比較検討に当たりましては、平成２６年１月に国交省、環境省、農水省の汚

水処理整備を担当する３省合同による持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県

構想マニュアル、こちらのほうに準拠いたしまして行っております。 

  ここで、資料の４枚目以降が、すみません、別添といたしましてページ番号のほうを

入れておりますが、そのページ番号、すみません４ページのところをお願いいたします。 

  こちらのほうを見ていただきますと、下水道と、こちらのほうで浄化槽の費用検討を

行うための国が示しました費用関数であります。尐し見ていただきますと、左端列の番

号でございますが、１番から３番までが公共下水道に関する費用でございまして、４番

から７番が浄化槽となっております。 

  例えば、１番の１）処理場建設費は、比較対象区域の発生する汚水量から建設費を算

出いたしまして、また２番の１）の管渠建設費につきましては、対象区域の下水道管渠

延長に単価６万３，０００円といたしまして算出しております。また、マンホールポン

プが必要な場合につきましては、２番の２）に基づき、このように対象区域の建設費用

を算出いたしまして、その施設の耐用年数でまた割り返しております。その建設費を耐

用年数で割り返しまして１年当たりの建設費にいたします。この１年当たりの建設費に、

また３番にある年当たりの下水道維持管理費を合算いたしまして、建設費プラス維持管

理費の１年当たり費用で算出のほうをいたしております。 

  浄化槽の費用関数のほうでは、対象区域の家屋数を決定いたしまして、一般家庭分で

は４番に基づきまして、全て５人槽を新設するものとして、設置基数に単価８３万

７，０００円として算出しております。こちら浄化槽につきましても、耐用年数で割り

まして１年当たりの建設費にいたしまして、これに５番の年当たり浄化槽の維持管理費

を合算し、同じく建設費プラス維持管理費の１年当たり費用を算出して、下水道と浄化

槽の１年当たり費用で比較を行っております。 

  次に、検討を行いました対象区域のほうでございますが、資料表紙の次、２枚目の地

図のほう、よろしくお願いいたします。 

  ２枚目の地図でございます。既に整備が終わっている既整備区域はグレー、灰色を着

色しているところでございまして、岩山・立川地区につきましても、ちょっと水色っぽ

く見えますが、すみません、同じグレーのつもりで見ていただきたいと思っております。 

  こちらが整備区域でございまして、そしてその既整備区域に連担する区域として緑色
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で着色している区域でございますが、こちらのほうにつきましては緑苑坂工業団地など

がありますけれども、確実に公共下水道が見込まれる区域といたしまして比較検討から

は外しております。 

  検討の対象区域といたしましたのが、残りの未整備地域でありまして、黄色で着色し

ている①湯屋谷地区、②南の上ノ山地区、③の禅定寺松尾地区のエイブルコンストラク

ションあたりのところでございます。④番岩山のサンビレッジ、⑤番が立川のうぐいす

幼稚園、そして⑥番が立川の浄土寺付近から糠塚上手地区のところまでとしております。

以上の、この６地区を検討見直しの対象区域といたしまして、この６地区につきまして、

先ほど見ていただきました費用関数を用いまして経済性を比較いたしました結果、また

１枚めくっていただきまして、白の３枚目の地図ございます。黄色でありました①から

⑥の検討区域の色が赤色地区となっているところにつきましては、現計画と変わらず公

共下水度道での整備が有利という結果でありまして、青色地区とした区域につきまして、

経済性の比較上では浄化槽で整備すべき区域となりました。 

  したがいまして、浄化槽で整備すべき区域と、今回、経済性からなりました区域につ

きましては、①の湯屋谷地区、⑤うぐいす幼稚園、そして⑥番の糠塚上手方面の地区と

なっております。 

  判定結果は以上となりますが、最後に、具体的にどのような経済比較を行ったかとい

うことで、尐し説明をさせていただきたいと思います。 

  ページ番号を打っておりました資料の７ページのほうをよろしくお願いいたします。 

  こちら７ページを見ていただきますと、一つ代表といたしまして湯屋谷地区のほうを

どのように比較検討したかということで整理した資料となっておりまして、真ん中の表

でちょっと説明させていただきたいと思います。 

  見ていただきますと、表の左のほうにはアルファベットで小文字ａから順次右側のほ

うも続いて打っておりますけれども、まず湯屋谷地区の検討に当たりましては、まずａ

のところ、Ａ＋Ｂと書いておりますけれども、こちらＡが既存で整備、公共下水道の地

区を示しておりまして、Ｂが湯屋谷地区をあらわしております。その既存の公共下水道

区域に湯屋谷地区をひっつけた場合として検討しております。その場合、ｂのところを

見ていただきますと戸数が３，６１１とはじかれてきまして、その後、下水道費用を計

算するためにこの対象区域から汚水量がどれだけ出ているかということで、処理場建設

費をはじくためにｃとｄのあたりで建設費を出しております。よりまして、１つｃのと

ころを見ていただきますと、これが処理場の建設費をはじいておりまして、汚水量が
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５，４４８トンという数字が推計ではじかれてきまして、その建設費が、これ単位が

１００万ですので、２８億６，０００万ぐらいの費用が建設費かかりますが、これが先

ほど言いました耐用年数、処理場３３年とマニュアルでなっておりますので、書いてお

りませんが３３で割った結果、横の年当たり費用として万円で出ておりますけれども、

費用が８，６７４万円と。このようにして順次計算をしていきまして、見ていただきま

すと、左側の一番下の行、計の欄のところでございますが、１年当たりの費用が、湯屋

谷を公共下水道に接続した場合、年当たり費用が１億７，９４７万円ぐらいはじかれて

おります。 

  それに対しまして、右側のほうでは既存の公共下水道に合わせても別個、浄化槽とし

て整備した費用を右側にはじいておりまして、結果、湯屋谷地区につきましては、現在

見込みの平成３７年、１０年後を想定して推計しておりまして、恐らくその時点では、

湯屋谷地区内浄化槽１５９戸の設置が必要ということで、ｎのとこら辺でございますけ

れども、建設費用、浄化槽に対しましては１億３，０００万ぐらいですか、費用が上が

ってきておりまして、この浄化槽の耐用年数が、現在延びまして３２年もつということ

になっておりますので、この費用を３２年で割り算いたしまして年当たり浄化槽の建設

費でいきますと４１５万円。このように順次必要な経費を重ねまして、最終的に一番下

のところを見ていただきますと、浄化槽の場合でいきましたら１億７，７７０万ぐらい、

その差、年当たり２５万円という差が出てきております。 

  この判定をもちまして、浄化槽のほうが年当たり費用が低いということで、経済費用

の判定のほうを今回は浄化槽で整備というような判定を出させていただいています。こ

のようなやり方で、順次、参考として資料のほうを最後まで各地区の費用算定を参考に

つけさせていただいております。 

  今回の中間報告につきましては、最初に申し上げましたが、第１段階の検討、経済性

に限定して比較したものでございます。引き続いて、整備スケジュール、財政計画も合

わせまして、また皆さんのご意見をお聞きする中で、次年度末までには見直した下水道

全体計画を策定したいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上

でございます。 

○委員長（谷口重和） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質疑のある方は挙手願います。稲石委員。 

○委員（稲石義一） なかなか①から⑥までのエリアについて、浄化槽で整備せやなあか

んのか、半分１、５、６で公共下水道が２、３、４やね。それぞれごとに経済効果を示
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してやられたということですので、じっくり読ませていただいて、また次の夏ぐらいま

でに他の判定要素も含めて報告いただけると。その折に、途中経過も踏まえて同じよう

な資料で説明をしていただいたら、他の要因も十分カウントしながらということになり

ますので、今般は初めてこういうような資料を出していただいたんで、参考にしながら

ちょっと勉強をしたいなというふうに思いますので。夏までにということですので、早

い時期に、こうこうこういう要素があって、こういうことを検討しますというのは、新

年度に入ってから早い時期に所管の委員会に報告していただきたいなと、これは要望し

ておきます。以上です。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。青山委員。 

○委員（青山美義） 見直し地域に対しましては、また早急に説明会等々開いてほしいな

と思っております。 

  そして、湯屋谷につきましては、この間も言っていましたけれども、下水道でやろう

という当初目的もあったわけで、その間、各家が自分らでなさって、単独じゃなしに浄

化槽、そこへつないだらええだけの家をかなりしてはります。そういうときに、そこは

もう浄化槽を下水でいってもらえるという感覚で物を考えて、今度また見直しでやると、

今までの費用はどうなるんやとか、この間、説明を受けたけれども、話を持って帰った

らそういう意見も出ているさかいに、早急にちょっと地域のほうへ向けて説明をいただ

けませんか。 

○委員長（谷口重和） 野田課長。 

○上下水道課長（野田泰生） ただいまのご質問でございますけれども、委員ご指摘のと

おり、１０年前には湯屋谷地区につきましては公共下水道ということで、当時地元も協

議する中、最終決定した経過がございます。その当時におきましても、経済性がほぼイ

コールだったので、地元に入り総意を酌み取る中で決定したということが経過でござい

ましたが、今回につきましては、経済性の差がちょっとより出てきておりますので、現

段階では、基本的には浄化槽事業が適しているのかなと担当課では考えております。 

  今、委員お願いされてましたとおり、この事業につきましては、最終決定した後には、

もちろん事業説明ということも必要とは十分認識しておりますので、その上に、やはり

早く早く地元の方もどういう事業かということが知りたい要望がございましたら、あく

までも教育委員会のほうの所管の出前講座ということで、公共下水道事業につきまして

も浄化槽事業につきましても出前講座のメニューにありますので、そのような要望を地

元からいただきまして、事前に公共下水道のメリット、浄化槽事業のデメリット等、出
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前講座の中でもまた説明させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○委員（青山美義） はい、了解です。 

○委員長（谷口重和） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） なければ、これにて出席課の所管事項報告の質疑を終了いたしま

す。 

  次に、日程第４、その他を議題といたします。 

  他にございましたら挙手願います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） 当局から何かございましたら、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） 事務局からありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（谷口重和） ないようですので、日程第４、その他についてを終了いたします。 

  本日は、付託議案１０件、また事業執行状況の変更、所管事項報告等、多岐にわたる

審査が終了いたしました。無事に審査を終了できましたことに御礼申し上げます。 

  また、町当局におかれましても、詳細な説明、資料作成等、ご苦労さまでございまし

た。 

  本年度も残すところ２週間余りとなりました。平成２８年度の予算が明後日から審議

されようとしております。各課におかれましては、いま一度、事業執行等において最終

確認を行い、適正な執行に努めていただくよう強く求めておきます。また、所管に係り

ます重要事項、懸案事項の報告につきましては、年度が変わりましても遺漏のないよう

よろしくお願いしておきます。 

  以上で、本日の総務産業常任委員会を閉会いたします。 

  大変ご苦労さまでございました。 

閉  会   午後２時０６分 
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